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香川県環境森林部森林・林業政策課

（案-1）

令和8年度

(　更　新　伐　)

令和8年6月1日

取扱注意



令和8年度造林事業標準単価の適用基準

Ⅰ　施行形態区分による標準単価の適用

Ⅱ　施業区分による標準単価の適用

備 考

・育成しようとする広葉樹は、地域森林計画書の「天然更新の
対象種に関する指針」に記載された樹種を基本とするが、補
助対象樹種については、施業前に小豆総合事務所および各
林業事務所に確認すること。

・森林の有する公益的機能の維持及び早期回復を図るため、
天然更新が十分に行われないと見込まれる区域については補
完的に広葉樹の植栽を行うこと。なお、整理伐の実施後、翌年
度から起算して２年以内に更新が図られていない場合には、
広葉樹の苗木の植栽を行うこと。

・ナラ枯れの被害を受けることが確認されている樹種は「香川
県ナラ枯れ防除対策方針（令和２年１２月１日から適用）」に示
された樹種として、同方針のナラ枯れ被害を広げないための
被害材についての配慮事項（参考２）に基づき実施すること。

・施行地がナラ枯れ被害地域に該当する、また、著しく高齢級
の大径木化した広葉樹林等天然更新が困難な場合、標準単
価が適用できないこと等があるため、施業前に小豆総合事務
所および各林業事務所に被害地域を確認すること。

市町等が森林組合等と請負（委託）契約により実施する場合
請 負

天然林整理伐

天然林整理伐は、育成しようとする広葉樹の質的・構造的な改善を目的として、Ⅶ齢級以上の
森林において不用木（侵入竹を含む。）の除去、不良木の淘汰、支障木やあばれ木等の伐倒
（天然林整理伐Ⅰ）および搬出集積（天然林整理伐Ⅱ）を行う場合に適用する。

ただし、施業委託による場合は、上記「受託」区分を適用

また、更新伐を実施した施行地については、天然更新作業又は広葉樹の植栽を行い、適切な
更新の見込みがある場合に適用する（参考：香川県天然更新完了基準）。

区 分 適 用

区 分 適 用

森林所有者が森林組合等へ施業の委託を行わず、自己の労務等で実施する場合

森林組合等が森林所有者から施業の委託を受けて実施する場合

自　　　　　力
ただし、雇用労務により実施する場合は、下記「受託」区分を適用

受　　　　　託



備 考

天然林
整理伐

Ⅰ
選木・伐倒・枝払・玉切・片付
を行う。

平均胸高直径２２cm以上 伐倒率　70％以下

・育成しようとする広葉樹について、定性伐採を行うこと。

・確実に天然更新を図るため、伐採の始期は11月からとし、翌
年3月までの間に完了し、根株の伐採高は地際から20㎝以下
（ただし、ナラ枯れ被害木の場合は10㎝以下）に処理しておく
こと。

・不用木（侵入竹を含む）の除去及び不良木の淘汰、支障木
や暴れ木等の伐倒を行なうための、刈払機による小径の侵入
木等の刈払いを含む。

Ⅱ-１

Ⅱ-２

Ⅱ-３

Ⅱ-４

Ⅱ-５

Ⅱ-６

Ⅱ-７

天然林
整理伐

搬出集積を行い、
Ⅰと併用する。（単独での申
請は採択されない）

搬出材積が1ha当たり10㎥以上～20㎥未満の場合。

区 分 適 用

ナラ枯れ伐倒残置

ナラ枯れ被害木の伐倒、枝払、玉切、集積を行う。 ナラ枯れ伐倒残置においては、「香川県ナラ枯れ防除対策方
針（令和２年１２月１日から適用）」のナラ枯れ被害を広げない
ための被害材についての配慮事項（参考２）に基づき実施する
こと。

被害木の伐倒は、必ず地際付近で行うものとする。地形上、やむを得ず株が地上に残る場合
は、その辺材部にチェンソー等で幅10cmごとに刻みを入れて残置する。

伐倒した被害木のうち被害部分を現地に残置する場合には、幹を1m程度の長さに玉切り、枝
払いを行うこととし、ウバメガシ以外の場合は、材の乾燥を促進するため、穿孔被害のある幹の
辺材部にチェンソー等で幅10cmごとに刻みを入れたうえで現地に地伏せする。

ナラ枯れ伐倒残置は天然林整理伐Ⅰと併用する。（単独での申請は採択されない）

・搬出は車輌系機械による集材を行う場合とする。

・搬出集積した材の補助対象となる用途は、原則として建築用
材、家具用材、薪炭材及びシイタケ原木とし、施業前に小豆総
合事務所および各林業事務所に確認すること。

搬出材積が1ha当たり20㎥以上～30㎥未満の場合。

搬出材積が1ha当たり30㎥以上～40㎥未満の場合。

搬出材積が1ha当たり40㎥以上～50㎥未満の場合。

搬出材積が1ha当たり50㎥以上～60㎥未満の場合。

搬出材積が1ha当たり60㎥以上～70㎥未満の場合。

搬出材積が1ha当たり70㎥以上～80㎥未満の場合。



Ⅲ　社会保険料等について

　　　社会保険料等は、現場従業員及び現場労働者に係る労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料のうち法定の事業主負担分（労災保険の特別加入制度

　　に係る保険料を含む。）並びに退職金共済制度（林業退職金共済制度（林退共）、建設業退職金共済制度（建退共）、中小企業退職金共済制度（中退共））の掛金とする。　

　　　施行地ごとに、事業に従事した各現場労働者について社会保険等（労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金及び退職共済制度）の加入状況に応じ、表１に示す点数を

　　合計し、当該現場労働者数で除して算出される平均点数に応じて、表２に示す加算率を適用する。

（表１）

加入している場合の点数

６点

１点

５点

１０点

中小企業退職金共済制度以外 ２点

中小企業退職金共済制度 ３点

（表２）

平均点数 加算率

　１点以上　　７点未満 3%

　７点以上　１３点未満 10%

１３点以上　２３点未満 13%

　　　　　　２３点以上 18%

Ⅳ　現場監督費について

　　　熱中症対策として、7月1日から9月30日までの期間に、事業期間の過半を占める施業種においては、標準単価の1％に相当する額を現場監督費とは別に間接費に計上

　　することができる。

社会保険等

　退職金共済制度

　雇用保険

　健康保険

　厚生年金保険

　労災保険



令和8年度造林事業標準単価一覧 １ha当たり

雇用

形態 3% 10% 13% 18% 3% 10% 13% 18%

有 371,000 392,000 401,000 416,000 409,000 432,000 442,000 458,000

無 299,000 308,000 329,000 338,000 353,000 339,000 362,000 372,000 389,000

有 49,000 52,000 53,000 55,000 54,000 57,000 58,000 60,000

無 39,000 41,000 43,000 45,000 47,000 45,000 48,000 49,000 51,000

有 82,000 87,000 89,000 92,000 90,000 95,000 98,000 101,000

無 66,000 68,000 73,000 75,000 78,000 75,000 80,000 82,000 86,000

有 115,000 122,000 125,000 129,000 127,000 134,000 137,000 142,000

無 93,000 96,000 102,000 105,000 110,000 105,000 112,000 116,000 121,000

有 148,000 157,000 160,000 166,000 163,000 173,000 177,000 183,000

無 120,000 123,000 132,000 135,000 141,000 136,000 145,000 149,000 155,000

有 182,000 192,000 196,000 204,000 200,000 211,000 216,000 224,000

無 146,000 151,000 161,000 165,000 173,000 166,000 177,000 182,000 190,000

有 215,000 227,000 232,000 241,000 236,000 250,000 255,000 265,000

無 173,000 178,000 190,000 196,000 204,000 196,000 210,000 215,000 225,000

有 248,000 262,000 268,000 278,000 273,000 288,000 295,000 306,000

無 200,000 206,000 220,000 226,000 236,000 226,000 242,000 249,000 260,000

１m3当たり

雇用

形態 3% 10% 13% 18% 3% 10% 13% 18%

有 21,000 22,000 22,000 23,000 23,000 24,000 25,000 26,000

無 17,000 17,000 18,000 19,000 20,000 19,000 20,000 21,000 22,000

搬出材積　70㎥以上～80㎥未満/ha

区 分

搬出材積　20㎥以上～30㎥未満/ha

更
新
伐

施
業
名

天然林整理伐Ⅱ-６

ナラ枯れ伐倒残置

更

新

伐

天然林整理伐Ⅰ

搬出材積　30㎥以上～40㎥未満/ha

施
業
名

天然林整理伐Ⅱ-５

天然林整理伐Ⅱ-７

天然林整理伐Ⅱ-３

天然林整理伐Ⅱ-４

天然林整理伐Ⅱ-２

請 負受 託

天然林整理伐Ⅱ-１ 搬出材積　10㎥以上～20㎥未満/ha

自力区 分 適 用

平均胸高直径２２cm以上

自力
受 託 請 負

搬出材積　40㎥以上～50㎥未満/ha

搬出材積　50㎥以上～60㎥未満/ha

搬出材積　60㎥以上～70㎥未満/ha



令和8年度造林事業標準単価一覧（熱中症対策） １ha当たり

雇用

形態 3% 10% 13% 18% 3% 10% 13% 18%

有 375,000 396,000 405,000 420,000 413,000 436,000 446,000 463,000

無 302,000 311,000 332,000 341,000 357,000 342,000 366,000 376,000 393,000

有 49,000 53,000 54,000 56,000 55,000 58,000 59,000 61,000

無 39,000 41,000 43,000 45,000 47,000 45,000 48,000 49,000 52,000

有 83,000 88,000 90,000 93,000 91,000 96,000 99,000 102,000

無 67,000 69,000 74,000 76,000 79,000 76,000 81,000 83,000 87,000

有 116,000 123,000 126,000 130,000 128,000 135,000 138,000 143,000

無 94,000 97,000 103,000 106,000 111,000 106,000 113,000 117,000 122,000

有 149,000 159,000 162,000 168,000 165,000 175,000 179,000 185,000

無 121,000 124,000 133,000 136,000 142,000 137,000 146,000 150,000 157,000

有 184,000 194,000 198,000 206,000 202,000 213,000 218,000 226,000

無 147,000 153,000 163,000 167,000 175,000 168,000 179,000 184,000 192,000

有 217,000 229,000 234,000 243,000 238,000 253,000 258,000 268,000

無 175,000 180,000 192,000 198,000 206,000 198,000 212,000 217,000 227,000

有 250,000 265,000 271,000 281,000 276,000 291,000 298,000 309,000

無 202,000 208,000 222,000 228,000 238,000 228,000 244,000 251,000 263,000

１m3当たり

雇用

形態 3% 10% 13% 18% 3% 10% 13% 18%

有 21,000 22,000 22,000 23,000 23,000 24,000 25,000 26,000

無 17,000 17,000 18,000 19,000 20,000 19,000 20,000 21,000 22,000

自力
受 託

天然林整理伐Ⅱ-５ 搬出材積　50㎥以上～60㎥未満/ha

天然林整理伐Ⅱ-６ 搬出材積　60㎥以上～70㎥未満/ha

施
業
名

区 分 適 用

天然林整理伐Ⅱ-２ 搬出材積　20㎥以上～30㎥未満/ha

天然林整理伐Ⅱ-３ 搬出材積　30㎥以上～40㎥未満/ha

天然林整理伐Ⅱ-４ 搬出材積　40㎥以上～50㎥未満/ha

受 託 請 負

更
新
伐

ナラ枯れ伐倒残置

天然林整理伐Ⅱ-７ 搬出材積　70㎥以上～80㎥未満/ha

施
業
名

区 分 自力

請 負

更

新

伐

天然林整理伐Ⅰ 平均胸高直径２２cm以上

天然林整理伐Ⅱ-１ 搬出材積　10㎥以上～20㎥未満/ha


